
日清食品株式会社に対する警告について （イメージ）

日清食品
株式会社

・改定後の社内の基準価格を基に定番売価
及び特売売価を設定して提示し、提示価
格まで引き上げるよう要請

卸売業者

小 売 業 者

要 請

一 般 消 費 者

卸売業者
担当者

日清食品
担当者

小売業者
Ｂ

日清食品
担当者

価格の確認

実際に店頭価格の確認

・陳列棚の値札
・レシート

小売業者
担当者

日清食品
担当者

提示した価格未満の場合

提示価格どおり
販売するよう要請

卸売業者
担当者

日清食品
担当者

・他の小売業者にも同様の要請を
行っている旨を伝達する

・受け入れるまで特売の条件が出
せない旨を示唆する

提示価格まで引き上げるよう要請

・提示価格で販売することを前提に
特売の条件を出す

提示価格以上とするよう要請

特売ができないと困る･･･
提示された価格で販売するか･･･

特 売 時通 常 時

小売業者
Ａ

小売業者
Ｃ

競合店も値上げするなら･･･

・出荷価格の引上げに向けて社内の基準価格
を改定

価格の確認

･･･

特売セールできないと困る･･･

要請を受けて販売


